
１４ 任官を拒否 

 哲太郎は26年間、雇教員として終始しました。そして、「台湾官吏は文官服に剣を吊っている

が、それでは教育は行えない。教育は威圧ではなく、子どもの知能を啓発し育てるもので、役人根

性を以てこれを律することは教育の道に反する」との信念で、和服で通しました。普通なら数年で

雇教員から判任官となり、文官服を着て剣を吊ります。哲太郎も、何度も正教員への勧誘を受けま

したが、固辞しました。任官すると、いつか転勤しなくてはなりません。愛する大甲を離れること

は絶対に拒否しました。教え子が師範学校を卒業して帰って来ると正教員となり、席次は哲太郎の

上になります。しかし哲太郎は平気で、「おれは御のつく雇で、台湾の御雇(おやとい)だ」と言っ

て誇りとしていました。また、哲太郎の履歴書（明治43年作成）は神水義塾普通学修業、京都市

オリエンタルホール英語学修業、深野達に従い法律学研究となっており、明治法律学校での法律学

専攻は記載されていません。高学歴を書けば必ず任官させられることから、そのようにしたようで

す。哲太郎は、半生の全てを大甲子弟の教育に捧げ、この地で終わる覚悟を決めていたのです。 
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